
議案第１７号 

 

令和２年度中央市一般会計予算 

 

 令和２年度中央市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，２３９，８８３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り

越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目 

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

１，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1)  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 











第２表 繰越明許費 
 

 

 
第３表 地 方 債 
 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

１ 議 会 費 １ 議 会 費 議会運営費 2,524 

合         計 2,524 

起債の目的 
限 度 額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

公 共 事 業 等 債 58,400 

普通貸借 

 
5.0％以内（た

だし、利率見直し
方式で借り入れ

る資金について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直し
後の利率） 

 
政府資金について

は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合

には、その債権者と協
議する。 
ただし、財政その他

の都合により、据置期
間及び償還期間を短
縮し、若しくは、繰上

償還又は低利に借換
えすることができる。 

地方道路等整備事業債 180,600 

合 併 特 例 事 業 債 729,600 

緊 急 防 災 ・ 減 災 
事 業 債 

2,900 

防災・減災・国土強靭

化 緊 急 対 策 事 業 債 
108,500 

臨 時 財 政 対 策 債 360,000 

合  計 1,440,000 

 



議案第１８号 

 

令和２年度中央市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和２年度中央市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２３３，３０６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ 

れらの経費の各項の間の流用 

 









議案第１９号 

 

令和２年度中央市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和２年度中央市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０９，１０５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第２０号 

 

令和２年度中央市介護保険特別会計予算 

 

 令和２年度中央市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，２０６，２１５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ 

れらの経費の各項の間の流用 

 









議案第２１号 

 

令和２年度中央市地域包括支援センター特別会計予算 

 

 令和２年度中央市地域包括支援センター特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，０８９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第２２号 

 

令和２年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算 

 

 令和２年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９９，１０６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第２３号 

 

令和２年度中央市簡易水道事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和２年度中央市簡易水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次の通りとする。 
（１） 給 水 戸 数          １，３８５戸 

 （２） 年間総給水量      １，０１１，９７８㎥ 
 （３） 一日平均給水量          ２，７７２㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
      配水設備改良事業      ２８，６００千円 

 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。 
収   入 

 第１款 簡易水道事業収益       １３０，２５９千円 
  第１項 営 業 収 益         １１４，０８６千円 
  第２項 営業外収益          １６，１７２千円 
  第３項 特 別 利 益               １千円 

支   出 

 
 第１款 簡易水道事業費用       １８４，０３２千円 
  第１項 営 業 費 用         １６１，０９２千円 
  第２項 営業外費用          ２０，８４０千円 
  第３項 特 別 損 失             １００千円 
  第４項 予 備 費           ２，０００千円 

 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。 

収   入 
第１款 資本的収入           １６１，０００千円 
 第１項 企 業 債           １４，０００千円 
 第２項 他会計借入金         １００，０００千円 
 第３項 補助金             ４７，０００千円 

 
 



支   出 
第１款 資本的支出            ９８，３６０千円 
 第１項 建 設 改良 費          ２８，７５８千円 
 第２項 企業債償還金          ６６，６０２千円 
 第３項 予 備 費           ３，０００千円 

 
（特例的収入及び支出） 
第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に

属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 
６，１４８千円及び９００千円である。 

 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

建設改良費 
１４，０００ 

千円 

証書借入の方法に

よる。起債の時期は

令和２年事業年度。

ただし、その全部又

は一部を翌年度以

降に繰り越し、起債

することができる。 

５．０ 
％以内 

借入先の融資条件に

よる。ただし、企業財

政その他の都合によ

り繰上償還又は、低

利に借り換えること

ができる。 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 １７，４１７千円 

 
（他会計からの補助金） 
第９条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は４７，０００千円である。 



 
 （たな卸資産購入限度額） 
第１０条 たな卸資産購入限度額は、２，２８５千円と定める。 

 
 





議案第２４号 
 

令和２年度中央市公共下水道事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和２年度中央市公共下水道事業会計予算は、次に定めるところによ 
る。 

 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１） 接 続 戸 数         ９，０９７戸 

 （２） 年間総処理水量     ２，５６６，０００㎥ 
 （３） 一日平均処理水量        ７，０３０㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
           管渠整備   ３１０，６１７千円 
       
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収   入 

 第１款 公共下水道事業収益       ８０６，５８８千円 
  第１項 営 業 収 益          ２８１，４５０千円 
  第２項 営業外収益          ５２５，１３７千円 
  第３項 特 別 収 益                １千円 

支   出 
 第１款 公共下水道事業費用       ８０６，５８８千円 
  第１項 営 業 費 用          ６５６，８２６千円 
  第２項 営業外費用          １３３，４１６千円 
  第３項 特 別 損 失           １５，３４６千円 
  第４項 予 備 費            １，０００千円 
 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額９５，１６６千円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額３０，７７３千円、引継金４４，４５７千円、

当年度分損益勘定留保資金１９，９３６千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入           ７８６，７５０千円 
  第１項 企 業 債          ４４２，８００千円 
  第２項 補 助 金          ３３６，８５０千円 
  第３項 負 担 金            ７，１００千円 



支   出 
第１款 資本的支出           ８８１，９１６千円 

  第１項 建 設 改良 費         ３５８，５２９千円 
  第２項 企業債償還金         ５２２，３８７千円 
  第３項 予 備 費           １，０００千円 
 
（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に

属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 
３０，３３５千円及び４，９６２千円である。 

 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公 共 下 水 道 
整 備 事 業 債 

１７７，２００ 
千円 証書借入の方

法による。起債

の時期は令和

２年事業年度。

ただし、その全

部又は一部を

翌年度以降に

繰り越し、起債

することがで

きる。 

５．０ 
％以内 

借入先の融資

条件による。た

だし、企業財政

その他の都合

により繰上償

還又は、低利に

借り換えるこ

とができる。 

流 域 下 水 道 
整 備 事 業 債 

２３，１００ 
千円 

資本費平準化債 
１９６，９００ 

千円 

下水道事業債 
（特別措置分) 

４５，６００ 
千円 

合 計 
４４２，８００ 

千円 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 
 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 ２３，０９１千円 



 
 （他会計からの補助金） 
第９条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金 
額は４２５，１３４千円である。 





議案第２５号 
 

令和２年度中央市農業集落排水事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和２年度中央市農業集落排水事業会計予算は、次に定めるところに 
よる。 

 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１） 接 続 戸 数         １，２１３戸 

 （２） 年間総処理水量       ３７５，４８１㎥ 
 （３） 一日平均処理水量        １，０２８㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
           管渠整備     ２，５００千円 
 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収   入 

 第１款 農業集落排水事業収益      ２６０，７６１千円 
  第１項 営 業 収 益           ４２，２４０千円 
  第２項 営業外収益          ２１８，５２０千円 
  第３項 特 別 収 益                １千円 

支   出 
 第１款 農業集落排水事業費用      ２６０，７６１千円 
  第１項 営 業 費 用          ２３０，９６６千円 
  第２項 営業外費用           ２６，２０４千円 
  第３項 特 別 損 失            ２，５９１千円 
  第４項 予 備 費            １，０００千円 
 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額３１，５５７千円は、引継金３１，５５

７千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入           １０４，０５８千円 
  第１項 企 業 債           ４６，８００千円 
  第２項 補 助 金           ５５，０３８千円 
  第３項 負 担 金            ２，２２０千円 
 



支   出 
第１款 資本的支出           １３５，６１５千円 

  第１項 建 設 改良 費           ２，５００千円 
  第２項 企業債償還金         １３２，６１５千円 
  第３項 予 備 費             ５００千円 
 
（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に

属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 
４，４０６千円及び４０５千円である。 

 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

資本費平準化債 
４６，８００ 

千円 

証書借入の方法に

よる。起債の時期

は令和２年事業年

度。ただし、その

全部又は一部を翌

年度以降に繰り越

し、起債すること

ができる。 

５．０ 

％以内 

借入先の融資条件に

よる。ただし、企業

財政その他の都合に

より繰上償還又は、

低利に借り換えるこ

とができる。 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 
 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 ６，８３８千円 

 
 （他会計からの補助金） 
第９条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金 
額は１５５，５１０千円である。 



議案第２６号 

 

令和２年度中央市上水道事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和２年度中央市上水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次の通りとする。 
（１） 給 水 戸 数          ８，１２３戸 

 （２） 年間総給水量      ２，０７８，９９０㎥ 
 （３） 一日平均給水量          ５，６９６㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
      配水設備拡張事業       １７，６００千円 
      配水設備改良事業      ２２２，０８０千円 

 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。 
収   入 

 第１款 水道事業収益         ２９３，９１８千円 
  第１項 営 業 収 益         ２７３，５２５千円 
  第２項 営業外収益          ２０，３９２千円 
  第３項 特 別 利 益               １千円 

支   出 

 
 第１款 水道事業費用         ２７２，６０８千円 
  第１項 営 業 費 用         ２４４，４３３千円 
  第２項 営業外費用          ２５，８２５千円 
  第３項 特 別 損 失             ３５０千円 
  第４項 予 備 費           ２，０００千円 

 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。（資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額２６３，７１４千円は、過年度分損益勘定

留保資金２６３，７１４千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入           １５１，０００千円 
 第１項 企 業 債          １１１，０００千円 
 第２項 工事負担金           ４０，０００千円 



 
支   出 

第１款 資本的支出           ４１４，７１４千円 
 第１項 建 設 改良 費         ２４０，００６千円 
 第２項 企業債償還金          ６９，７０８千円 
 第３項 予 備 費           ５，０００千円 
 第４項 他会計貸付金         １００，０００千円 

 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

建設改良費 
１１１，０００ 

千円 

証書借入の方法に

よる。起債の時期は

令和２年事業年度。

ただし、その全部又

は一部を翌年度以

降に繰り越し、起債

することができる。 

５．０ 
％以内 

借入先の融資条件に

よる。ただし、企業

財政その他の都合に

より繰上償還又は、

低利に借り換えるこ

とができる。 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、４０，０００千円と定める。 

 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 ２０，７８７千円 

 
 （たな卸資産購入限度額） 
第９条 たな卸資産購入限度額は、５，１８６千円と定める。 

 
 
 


